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令和８年度「魅力ある食品開発支援事業助成金」募集要領

１ 事業目的

本県は全国有数の第一次産業県であり、良質で豊富な県産農林水産物を有している。県

産農林水産物は、世界に通用する優れた地域資源であり、県内中小企業においては、その

特性を生かした加工食品の開発・商品化が進められている。

世界的に健康志向が高まる中、安心・安全な食へのニーズは今後さらに増すことが予想

されることから、本県ならではの食の魅力を生かした安心・安全な加工食品の研究開発、

商品開発を支援することにより、付加価値の高い産業の創出を図る。

２ 応募対象者

助成金の交付対象者は、既に鹿児島県内で業を営む中小企業基本法（昭和38年法律第15

4号）第２条第１項に規定する中小企業者及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年

法律第185号)第３条第１項に規定する中小企業団体(ただし，信用協同組合を除く。)とす

る。ただし、反社会的勢力の排除に関する誓約書（助成金交付申請書の添付事項）に記載

されている事項に該当する者は、本助成金の交付対象としない。

３ 助成金の対象となる事業

助成金の応募対象者は、以下の全てに該当する者とする。

(1) 本県の地域資源である良質で豊富な農林水産物を活用し、機能性表示食品やハラル認

証食品、ロカボ食品（低糖質食品）などの研究開発や、賞味期限の長い商品（フリーズ

ドライ食品など）やアップサイクル商品等の付加価値の高い食品の研究開発や商品開発

に取り組む県内中小企業者であること。

(2) 他の制度等により補助金又は助成金を受けている事業ではないこと。

４ 事業実施の要件

(1) 本事業の実施期間（助成対象期間）は、交付決定の日から当該年度の２月末日とする。

(2) 助成金の交付限度額は、１研究開発につき１００万円を上限とする。

５ 助成金の対象経費及び助成割合

次の各号に掲げるもののうち、公益財団法人かごしま産業支援センター理事長（以下「理

事長」という。）が適当と認めるものとする。

助成の割合は、助成対象経費の３分の２以内とする。

(1) 原材料及び副資材の購入に要する経費

(2) 機械装置又は工具・器具の購入、試作、改良、据付け、借用又は修繕に要する経

費

(3) 外注加工・検証等に要する経費

ア 研究開発に必要な原材料等の再加工及び設計等を外注する場合に要する経費

イ 技術課題の解決のために公設試験研究機関等の外部機関に分析・検査等を依頼

する場合に、当該機関に支払われる経費。ただし、当該機関が購入する機器・設

備等は対象としない。
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(4) 研究費 企業は、大学等教育機関及び公設試験研究機関等と研究ができることとし、

当該研究に係る必要経費について企業が支払った分を助成対象とできる。

(5) 研究開発に必要な旅費、滞在費及び交通費 なお、助成事業者の旅費規定等により算定

された経費であること。

６ 応募期間

令和８年４月14日(火)から令和８年５月28日(木) 午後５時まで(書類必着）。

７ 応募方法

(1) 魅力ある食品開発支援事業助成金交付申請書（第１号様式）に研究開発計画書

等を添付して公益財団法人かごしま産業支援センター（以下「センター」とい

う。）産学官連携課に提出のこと。

(2) 交付申請書等の様式は、センターのホームページからダウンロードして使用。

(3) 研究開発計画書で使用されている専門用語のうち、特に必要と思われるものに

ついては簡単な解説一覧を添付のこと。

(4) 添付書類は以下のとおり。

①申請書関係書類

・研究開発計画書（別紙１）

・収支予算書（別紙２）

・企業等概要説明書（別紙３）

・反社会的勢力の排除に関する誓約書（別紙４）

・過去３期分の決算書

・事業概要説明図

・必要に応じて経費積算の根拠書類（見積書、カタログ等）

・その他、理事長が必要と認める書類

②無形資産可視化ツール

（実績報告書に添付する必要があるため、申請時に指定部分のみを記入して提出する

こと）

※ 実績報告書提出時（事業終了時）に無形資産可視化ツールの完成版を提出

(5) 提出書類は、原則としてＡ４判の片面印刷とする。

(6) 後日、内容の確認や補正の依頼をすることがあるので、提出書類の写しは必ず保管の

こと。

(7) その他、不明な点につきましての問い合わせはセンター産学官連携課まで連絡のこと。

８ 応募書類作成上の注意

(1) 後述する審査においては、応募書類を基に研究開発計画を評価するので、その内容を

記入のこと。

(2) 研究開発計画は、現状、目的、内容、効果、問題点等について、具体的な記述を心が

けること。

特に研究開発内容は、あいまいな表現を避け、明確かつ簡潔に説明すること。

(3) 事業計画の内容と経費積算の内容が整合するように気をつけること。

※ 原材料の購入量が過大となっていないか等を必ず確認のこと。
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９ 事業計画の採択

(1) 審査方法

センターに設置する選考委員会において、審査する。

評価基準は、新規性及び独自性(従来なかった技術やアイデアで独自の開発であるな

ど)、市場性(市場ニーズがある）、研究開発の体制、商品・企業の将来性、地域社会へ

の貢献度及び経済効果、資金面の整備及び経費の妥当性。

(2) 審査結果

審査結果について、採択者には交付決定通知を、採択されなかった方には審査結果通

知を行う。

通知の時期は、令和８年６月下旬を予定している。

10 採択後のスケジュール

(1) 助成金は、精算払いとなる。令和８年度は、助成事業の完了日から１０日以内又は、

令和９年２月末日のいずれか早い日までに経費支出の証拠書類等を添付した実績報告書

をセンター産学官連携課に提出し、センターで確認した上で助成金交付額を確定する。

(2) 助成金交付確定後に、事業者から提出された請求書に基づいて、センターが助成金を

交付する。

(3) 助成事業者は、助成金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服がある

ときは、交付決定の日から１５日以内に助成金交付申請取下書をセンターに提出するこ

とにより、申請を取り下げることができる。

11 助成の取消し

次のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消すとともに、既に交付され

た助成金については、その返還を求めることがある。

① 交付決定の内容又はこれに付した条件、その他法令等又はセンターの指示に違反した

とき。

② その他、応募内容に虚偽の記載があったとき。

12 助成事業者の義務

(1) 計画変更の承認

① 助成事業の内容を著しく変更しようとするときは、あらかじめ計画変更の承認を受

ける必要がある。

② 助成事業の対象となった経費の配分等の変更をする場合は、あらかじめ計画変更の

承認を受ける必要がある。

※ 助成事業に要する経費について、総額の３割を超えて変更を行うときのことをいう。

(2) 助成事業の遂行

助成金交付決定の内容及びこれに付した条件に従い、善良な管理者の注意をもって助

成事業を遂行しなければならない。

(3) 事故の報告

助成事業が予定の期間内に完了する見込みがなくなったとき、又は助成事業の遂行が

困難になったときは、速やかに事故報告書をセンターに提出し、その指示を受けなけれ

ばならない。
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(4) 状況報告

センターは、必要に応じ状況報告書により、助成事業者に対し助成事業の遂行の状況

について報告を求めることがある。

(5) 実績報告

当該年度の助成事業完了日から１０日以内又は令和９年２月末日のいずれか早い日ま

でに、実績報告書に関係書類を添えてセンターに提出しなければならない。

実績報告書に添付して提出する書類は、次のとおり。

① 研究開発結果報告書

② 収支計算書

③ 無形資産可視化ツール

④ 事業に要した費用の帳簿、通帳、見積書、請求書、領収書等の写し

⑤ その他、理事長が必要と認める書類

(6) 立入検査等

助成事業の適正を期するため、必要があるときは、センターは、助成事業者に対し報

告させ、又は職員にその事務所、事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査さ

せ、若しくは関係者に質問させることがある。

(7) 事業化状況報告等

助成事業者は、助成事業終了後５年間、毎年度当該助成事業に係る事業化等の状況に

ついて、「事業化等状況報告書」を提出しなければならない。その提出時期は、毎会計年

度（毎年４月１日から翌年３月３１日までの期間）終了後２０日以内（４月２０日まで）

とする。

(8) 産業財産権等に関する届出

事業に基づく発明、考案等に関して特許権、実用新案又は意匠権等を当該事業年度又

は事業年度終了後５年以内に出願若しくは取得した場合又はそれらを譲渡し、若しくは

実施権を設定した場合には、遅滞なくその旨を記載した産業財産権届出書をセンターに

提出しなければならない。

(9) 証拠書類の保管

助成金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出に係

る証拠書類を、助成事業の完了した日の属する年度の翌年度から５年間保存しなければ

ならない。

13 その他

(1) 応募された書類等の返却はしない。

(2) 応募内容については秘密を厳守するが、特別なノウハウや技術等については、応募者

自身の責任において、特許申請や実用新案など法的保護を処置すること。

(3) 応募内容については、企業の名称、事業者（代表者）名、テーマ、概要など必要最小

限度の範囲で公表することに同意したものとみなす。

(4) センターは、採択された助成事業者名、代表者名、事業のテーマ、住所、業種、助成

金額、助成年度、事業計画の概要等を公表する。

(5) 審査結果に対する個別の問い合わせには、回答できない。

(6) 応募にかかる費用については、応募者自身の負担とする。
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14 問い合わせ先（応募受付及び詳しい事業案内等）

公益財団法人かごしま産業支援センター産学官連携課

〒890-0065 鹿児島市郡元1－21－40 鹿児島大学 産学交流プラザ２F

TEL ０９９－２１４－４７７０ FAX ０９９－２１４－４７７１

E-mail：sangaku@kisc.or.jp


